
「平成２８年度生活習慣関連調査」について 

 

１ 「健康日本２１あいち新計画」について 

「健康日本２１あいち新計画」は、平成 25年度から平成 34年度までの 10年間を計画期

間として策定している。 

計画期間の中間年度（平成 29年度）には中間評価を行い、必要に応じ内容の見直しを行

うこととしている。 

 

２ 「生活習慣関連調査」について 

計画では、重要な課題について、その到達すべき８８項目の目標を設定しており、中間

評価を行うためには、この各目標項目の進捗管理が必要となってくる。 

目標項目のデータソースについては、既存の各種統計・調査データの他に、県独自で「生

活習慣関連調査」を実施し、目標項目の設定と数値を把握している。 

「市町村実態調査」等に基づく指標については、毎年、又は定期に進捗を確認できるが、

「生活習慣関連調査」に基づく目標項目、25項目（28.4％）については、策定時の平成 24

年度同様に中間評価に向け、再度調査を実施する必要がある。 

 

３ 「平成 28年度生活習慣関連調査」の実施予定 

（１）調査地域：愛知県内全域 

（２）調査対象：調査票Ａ(県内在住の満 20歳以上の男女） 

        調査票Ｂ(県内在住の満 16歳から満 19歳までの男女） 

（３）調査内容： 

調査票 A（個人の属性、健康状態及び既往症、健康診断等の受診状況、生活習慣に関 

する認識及び状況、地域における交流状況等 ） 

調査票 B（個人の属性、健康状態、生活習慣に関する認識及び状況、地域における交 

流状況等 ） 

（４）サンプル数：5,000人 

（５）抽出方法： 

調査票 A（住民基本台帳の満 20歳以上の者を 1,500人に 1人無作為抽出） 

  調査票 B（住民基本台帳の満 16歳から満 19歳までの者を 500人に 1人無作為抽出） 

（６）回収数及び回収率 

回収数：1回 

（回収率が５０％を超えない場合は、未提出者に提出依頼はがきを送付する。） 

（７）調査方法： 

郵送配布・郵送回収 

 



 

４ 「平成 28年度生活習慣関連調査」のスケジュール(案)  

 

 

 

 

○入札等委託事務手続き実施 

                

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 ○調査結果集計作業 

 

 

 

 

 

  ○12月～ 調査結果のまとめ 

 

   

 

 

 

７／１ 健康づくり推進協議会で項目案検討 

調査期間 ９／１～９／２３  

（回収率５０％以下の場合は提出依頼はがき送付） 

調査回収期限  １０／１５ 

１１月初旬  結果：速報値報告あり 

１１月中旬  分析結果を含め報告受ける 

委託業者決定 

対象抽出８月 

県広報登載 

 

平成２９年２月開催予定 第２回健康づくり推進協議会において結果報告 

資料 ４ 

平成 29年度 中間評価の実施において、目標値の進捗状況の資料として活用 

分析結果、中間評価の結果は、「中間評価の概要」等の報告書として公表する。 


